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市第 122 号議案 

   横浜市いじめ問題対策連絡協議会等条例の一部改正 

 横浜市いじめ問題対策連絡協議会等条例の一部を改正する条例を 

次のように定める。 

   令和８年２月10日提出 

                 横浜市長 山 中 竹 春  

横浜市条例（番号） 

   横浜市いじめ問題対策連絡協議会等条例の一部を改正す 

   る条例 

 横浜市いじめ問題対策連絡協議会等条例（平成26年２月横浜市条

例第７号）の一部を次のように改正する。 

 第19条中「第15条まで」を「第15条の２まで」に改め、「、第12

条第１項中「15人」とあるのは「10人」と」を削り、「市長」と」

の次に「、第15条の２第５項中「前条（」とあるのは「第15条（」

と、「前条第１項本文」とあるのは「第15条第１項本文」と」を加

える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 横浜市いじめ問題調査委員会の委員の定数を変更し、及び同委員

会に部会を設置するため、横浜市いじめ問題対策連絡協議会等条例

の一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 い じ め 問 題 対 策 連 絡 協 議 会 等 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

（ 準 用 ） 

                     第 15 条 の ２ ま で 
第 19 条  第 ５ 条 、 第 ８ 条 、 第 ９ 条 及 び 第 12 条 か ら        の 
                      第 15 条 ま で 

規 定 は 、 調 査 委 員 会 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ８ 

条 中 「 会 長 」 と あ る の は 「 委 員 長 」 と 、 第 ９ 条 中 「 教 育 委 員 会 事 

                              
務 局 」 と あ る の は 「 市 民 局 」 と 
              、 第 12 条 第 １ 項 中 「 15 人 」 と あ る 

         
        、 第 12 条 第 ２ 項 、 第 13 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 並 び に 

の は 「 10 人 」 と 

                            、 
第 15 条 第 １ 項 た だ し 書 中 「 教 育 委 員 会 」 と あ る の は 「 市 長 」 と 

 

第 15 条 の ２ 第 ５ 項 中 「 前 条 （ 」 と あ る の は 「 第 15 条 （ 」 と 、 「 前 
  

条 第 １ 項 本 文 」 と あ る の は 「 第 15 条 第 １ 項 本 文 」 と 
                        読 み 替 え る も 
 

の と す る 。 
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